
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

担

当

課

（

室

）

目

次

【

告

示

】

○

指

定

障

害

児

通

所

支

援

事

業

者

の

指

定

指

導

監

査

課

○

指

定

居

宅

サ

ー

ビ

ス

の

事

業

の

廃

止

〃

○

道

路

の

区

域

変

更

道

路

整

備

課

○

道

路

の

供

用

開

始

〃

【

】

公

告

○

土

地

改

良

事

業

の

工

事

完

了

耕

地

課

○

〃

〃

○

公

共

測

量

の

終

了

監

理

課

○

開

発

許

可

を

受

け

た

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

建

築

指

導

課

の

完

了

○

〃

〃

○

〃

〃

【

】

選

挙

管

理

委

員

会

○

不

在

者

投

票

を

行

う

こ

と

が

で

き

る

施

設

の

指

選

挙

管

理

委

員

会

定

の

一

部

改

正

（

県

例

規

集

登

載

）

【

】

公

安

委

員

会

○

交

番

そ

の

他

の

派

出

所

及

び

駐

在

所

の

名

称

、

地

域

課

位

置

及

び

所

管

区

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

（

県

例

規

集

登

載

）

岡

山

県

公

報

令和７年３月７日 第１２６８２号



◎
岡
山
県
告
示
第
八
十
六
号 

 

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
一
条
の
五
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
を
指
定
し
た
。 

 
 

令
和
七
年
三
月
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地 

  

１  

名
称 

Ｃ
Ｏ
Ｃ
Ｏ
Ｗ
Ａ 

  

２  

所
在
地 

津
山
市
河
面
一
四
〇
―
一 

二  

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

  

１  

名
称 

 
 

 

株
式
会
社
Ｃ
о
ｃ
ｏ
ｍ
ｏ 

  

２  

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

津
山
市
河
面
一
八
七
―
一 

三 

指
定
年
月
日 

 
 

令
和
七
年
三
月
一
日 

四 

事
業
所
番
号 

三
三
五
〇
三
〇
〇
二
九
三 

五 

サ
ー
ビ
ス
の
種
類 

児
童
発
達
支
援
、
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス 

令和７年３月７日　岡山県公報　第１２６８２号



◎
岡
山
県
告
示
第
八
十
七
号 

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
七
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

令
和
七
年
三
月
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地 

１ 

名
称 

社
会
福
祉
法
人 

奈
義
町
社
会
福
祉
協
議
会
指
定
訪
問
介
護
事
業
所 

２ 

所
在
地 

岡
山
県
勝
田
郡
奈
義
町
豊
沢
三
二
七
番
地
一 

二 

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

１ 

名
称 

社
会
福
祉
法
人 

奈
義
町
社
会
福
祉
協
議
会 

２ 

所
在
地 

岡
山
県
勝
田
郡
奈
義
町
豊
沢
三
二
七
番
地
一 

三 

廃
止
の
届
出
を
受
理
し
た
年
月
日 

令
和
七
年
三
月
三
日 

四 

介
護
保
険
事
業
所
番
号 

三
三
七
三
六
〇
〇
六
四
六 

五 

サ
ー
ビ
ス
の
種
類 

訪
問
介
護 

 
 

 

令和７年３月７日　岡山県公報　第１２６８２号



◎
岡
山
県
告
示
第
八
十
八
号 

 
 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
と
お
り
変
更
す
る
。 

 
 

そ
の
関
係
図
面
は
、
岡
山
県
土
木
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
二
十
日
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。 

 
 
 
 

令
和
七
年
三
月
七
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

道
路
の
種
類 
県
道 

 

二 

路 

線 

名 

備
前
牛
窓
線 

三 

道
路
の
区
域 

  

  

備
前
市
浦
伊
部
字
洲
本
八
八
番
二
地
先
か
ら 

備
前
市
浦
伊
部
字
操
上
五
九
三
番
六
地
先
ま
で 

備
前
市
浦
伊
部
字
洲
本
八
八
番
二
地
先
か
ら 

備
前
市
浦
伊
部
字
操
上
五
九
三
番
六
地
先
ま
で 

区 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

域 

旧 新 

新
旧

別 

七
・
八
～ 

二
四
・
六 

七
・
八
～ 

二
四
・
六 

幅 
 

 

員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

一
八
・
〇 

一
八
・
〇 

延 
 

 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

令和７年３月７日　岡山県公報　第１２６８２号



◎
岡
山
県
告
示
第
八
十
九
号 

 
 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
供
用
を

次
の
と
お
り
開
始
す
る
。 

 
 

そ
の
関
係
図
面
は
、
岡
山
県
土
木
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
二
十
日
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。 

 
 
 
 

令
和
七
年
三
月
七
日 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

 
 

 

  

県
道 

道

路

の

種

類 

備
前
牛
窓
線 

路

線

名 

備
前
市
浦
伊
部
字
洲
本
八
八
番
二
地
先
か
ら 

備
前
市
浦
伊
部
字
操
上
五
九
三
番
六
地
先
ま
で 

区 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

間 

令
和
七
年
三

月
七
日 

供
用
開
始

年

月

日 

令和７年３月７日　岡山県公報　第１２６８２号



〔
七
九
〕
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
百
十
三
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
と
お
り
土
地
改
良
事
業
の
施
行
に
伴
う
工
事
が
完
了
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。     

 

令
和
七
年
三
月
七
日 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

事
業
主
体 

地 

区 

名 

工 
 

種 

完
了
年
月
日 

高
崎
土
地
改
良
区 

宮
下
東
沖
新
開
水
路 

か
ん
が
い
排
水 

令
和
七
・ 

二
・
一
〇 

 

令和７年３月７日　岡山県公報　第１２６８２号



〔
八
〇
〕
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
百
十
三
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
と
お
り
土
地
改
良
事
業
の
施
行
に
伴
う
工
事
が
完
了
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。     

 

令
和
七
年
三
月
七
日 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

事
業
主
体 

地 

区 

名 

工 
 

種 

完
了
年
月
日 

児
島
湾
土
地
改
良
区 

西
七
区
支
線
131
号 

か
ん
が
い
排
水 

令
和
七
・ 

二
・
二
一 

〃 

北
七
区
支
線
48
号
２ 

〃 

令
和
七
・ 

二
・
二
一 

〃 
北
七
区
支
線
50
号
２ 

〃 

令
和
七
・ 

二
・
二
一 

 

令和７年３月７日　岡山県公報　第１２６８２号



〔
八
一
〕
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
瀬
戸
内
市
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
終
了
し
た
旨
の
通
知
が

あ
っ
た
。 

 
 

令
和
七
年
三
月
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

 

 

  

瀬
戸
内
市
邑
久
町
豊

原
地
内 

測

量

区

域 

公
共
測
量
（
三
級
基
準
点
測
量
） 

測

量

の

種

類 

令
和
七
年
二
月
二
十
五
日 

終

了

年

月

日 

令和７年３月７日　岡山県公報　第１２６８２号



〔
八
二
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る

開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。 

 
 

令
和
七
年
三
月
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

赤
磐
市
日
古
木
字
池
之
内
八
〇
二
番
一 

二 

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

岡
山
市
東
区
城
東
台
西
三
丁
目
三
番
一
四
号 

國
定 

明
宏 

國
定
友
里
子 

三 

許
可
年
月
日
及
び
許
可
番
号 

 
 

令
和
六
年
十
月
二
十
八
日
岡
山
県
指
令
建
指
第
三
〇
二
号 

令和７年３月７日　岡山県公報　第１２６８２号



〔
八
三
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る

開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。 

 
 

令
和
七
年
三
月
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

赤
磐
市
岩
田
字
山
之
上
八
一
一
番
三
、
八
五
五
番
二 

二 

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

赤
磐
市
岩
田
二
六
九
番
地
レ
オ
ネ
ク
ス
ト
ソ
レ
イ
ユ
Ａ
一
〇
一 

金
子 

将
輝 

三 

許
可
年
月
日
及
び
許
可
番
号 

 
 

令
和
六
年
十
二
月
九
日
岡
山
県
指
令
建
指
第
三
三
四
号 

令和７年３月７日　岡山県公報　第１２６８２号



〔
八
四
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る

開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。 

 
 

令
和
七
年
三
月
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

総
社
市
小
寺
字
明
見
三
一
〇
番
二 

二 

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

総
社
市
中
央
四
丁
目
二
四
番
地
一
〇
六
Ｓ
Ｕ
Ｎ
‘
Ｓ 

Ｇ
Ａ
Ｒ
Ｄ
Ｅ
Ｎ
中
央
Ⅱ
二
〇
二 

田
中 

咲
希 

三 

許
可
年
月
日
及
び
許
可
番
号 

 
 

令
和
七
年
一
月
八
日
岡
山
県
指
令
建
指
第
三
六
一
号 

令和７年３月７日　岡山県公報　第１２６８２号



◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
十
五
号 

 

平
成
二
年
岡
山
県
選
管
告
示
第
八
十
一
号
（
不
在
者
投
票
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
施
設
の
指
定
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
三
月
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

岡
山
県
選
挙
管
理
委
員
会 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

委
員
長 

 

大 
 

林 
 

裕 
 

一 

 

表
老
人
ホ
ー
ム
の
項
中
「
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
杉
の
子
「
元
気
の
家
」
」
を
「
特
別
養
護
老
人
ホ
ー

ム
元
気
の
家
」
に
改
め
、
表
身
体
障
害
者
支
援
施
設
の
項
中
「
新
見
市
神
郷
下
神
代
一
九
五
五
」
を
「
新

見
市
神
郷
下
神
代
一
九
五
七
」
に
改
め
る
。 

令和７年３月７日　岡山県公報　第１２６８２号



◎
岡
山
県
公
安
委
員
会
規
則
第
二
号

交
番
そ
の
他
の
派
出
所
及
び
駐
在
所
の
名
称
、
位
置
及
び
所
管
区
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
七
日

岡

山

県

公

安

委

員

会

交
番
そ
の
他
の
派
出
所
及
び
駐
在
所
の
名
称
、
位
置
及
び
所
管
区
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

交
番
そ
の
他
の
派
出
所
及
び
駐
在
所
の
名
称
、
位
置
及
び
所
管
区
に
関
す
る
規
則
（
平
成
六
年
岡
山
県
公
安
委
員
会
規
則
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
号
の
表
富
山
交
番
の
項
中
「
倉
富
、
倉
田
の
一
部
、
湊
の
一
部
、
倉
益
」
を
「
湊
の
一
部
、
倉
富
の
一
部
、
倉
益
の
一
部
」
に
改
め
、
同
表
東
岡
山
駅
前
交
番
の
項
中
「
、
雄
町
の
一
部
」
を
削
り
、
同
表
平

井
交
番
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

倉
田
交
番

岡
山
市
中
区
倉
田
四
九
八
番
地
八

岡
山
市
中
区
の
う
ち
平
井
、
平
井
一
丁
目
、
平
井
二
丁
目
、
平
井
三
丁
目
、
平
井
四
丁
目
、
平
井
五
丁
目
、
平
井
六
丁
目
、
平
井
七
丁
目
、
湊
の

一
部
、
倉
田
、
倉
富
の
一
部
、
倉
益
の
一
部
、
江
崎
、
江
並
、
藤
崎
、
桑
野
、
沖
元
、
新
築
港

第
一
号
の
表
三
蟠
交
番
の
項
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
三
月
十
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
号
の
表
東
岡
山
駅
前
交
番
の
項
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和７年３月７日　岡山県公報　第１２６８２号


